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 ファミサポ出張登録・説明
　市役所にて説明・相談・登

録受付を行います。協力会員

宅での一時預かり、送迎な

どの支援活動（利用料 1 時

間 700 円から）があります。

登録料・年会費は無料

【 と き 】11 月 16 日 ㈭、21

日㈫、30 日㈭いずれも午前

9 時～午後 5 時

【ところ】市役所市民相談室

ファミサポ会員募集中！
　子育ての手助けをしてほし

いと思うことはありません

か。子どもを預かってほしい

会員、預かれる会員募集中！

登録料・年会費は無料です。

【会員の種類】右表のとおり

【利用料】700 円～（1 時間）

【その他】ファミリー・サポー

ト・センター補償保険に加入、

保険料は泉南市が負担

【申込み】ファミリー・サポート・

センターへ

★ファミリー・サポート・センター（☎ 483-9665）
泉南市ウェブサイト＞くらし・手続き＞妊娠・出産・子育て

利用会員

協力会員

両方会員
利用会員と協力会員を兼ね
ることができます

3か月からおおむね 12歳ま
での子どものいる方

自宅で子どもを預かること
ができる方。子どもの保育
施設などへの送迎ができる
方。自身の都合に合わせて
活動することができます。
研修の受講が必要です。

　私たちの気持ちをきくときに大切にしてほ

しいことは、話を途中でさえぎらないで最後

までちゃんときいてください。

　きいたあとは、やさしく接してください。

　すぐに評価するのは待ってください。

　私たちは、他のひとの気持ちや意見をきく

ことも大切にします。

～「泉南市子どもの権利に関する条例」

小学生が考えた前文より～

●生きる権利
　子どもは、食事をして、

ぐっすり眠り、大人に見

守られ過ごす権利があり

ます。ケガや病気のとき

は治療を受け、困ったと

きはいつでも相談する権

利があります。

●守られる権利
　いじめや差別を受け、

心や体を傷つけられるこ

とがあってはなりません。

命は 1 つしかない大切

なものであり、子どもは

守られる権利がありま

す。

●参加する権利
　子どもは、自分の思い

や考えを言ったり、社会

に参加したりする権利が

あります。意見を発表し

合い、他の意見について

考えることは大切なこと

です。

●育つ権利
　子どもは、遊び学び

ながら育つ権利がありま

す。文化やスポーツに触

れ、心豊かに育つことも

大切な権利です。自分の

夢や目標に向かって挑戦

することも育つ権利の 1

つです。

　泉南市には、「泉南市子どもの権利に関する条例」

があります。条例では、子どもの権利を大切にして、

子どもに優しいまちをつくることを約束しています。

子どもが幸せに暮らせるまちは、大人もお年寄りも幸

せに暮らせるまちです。みんなで力をあわせて、より

よい泉南市をつくりましょう。

　この条例の第 14 条には、11 月 20 日を「泉南市子

どもの権利の日」とすることも定められています。こ

の機会に、大人は、日ごろ子どもたちの声に向き合え

ているか、子どもたちの意見を尊重できているか考え

てみてください。下記は、泉南市子どもの権利に関す

る条例の前文に反映されている、泉南市の子どもの声

です。また、右記の子どもにとって大切な 4 つの権

利を参考に、家族でも話し合ってみてください。

シリーズ：子どもの権利No.58

11月20日㈪は「泉南市子どもの権利の日」

小学 4 年生から 18 歳までの皆さん
せんなん子ども会議に参加しませんか
学校を通じて申込むか、下記に連絡してください。

【問合せ】泉南市子どもの権利に関する条例事務

局（人権教育課☎ 483-3672 ／ FAX483-7306

／ e-mail:jinkenkyouiku@city.sennan.lg.jp）

まちのおとなへ

～子どもにとって大切な4つの権利～


